
 

 

東京都における「ＮＰＯ法の運用方針」 

 

平 成 １ ７ 年 ５ 月 １ 日 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 

生活文化局都民生活部 

 

（趣旨） 

 

平成１０年１２月に特定非営利活動促進法（以下「法」という。）が施行され、２０年近

くが経ちました。現時点で法人格を取得して活動している特定非営利活動法人（以下「Ｎ

ＰＯ法人」という。）は、全国で 51,000 法人を超え、地域に根ざした活動から国際的な活

動に至るまで、様々な社会貢献活動を展開しています。 

また、平成２４年４月の改正法の施行に伴い、これまで内閣府が所管していたＮＰＯ法

人のうち、主たる事務所が東京都内にあるＮＰＯ法人が内閣府から東京都へ移管され、東

京都が所管する法人数は約 9,500法人となっています。 

今やＮＰＯ法人は、行政とは異なる立場で公益的な活動の一翼を担う存在として、広く

社会に認知されるようになりました。その一方で、法人の設立が書類審査による所轄庁の

認証により認められるため、ＮＰＯ法人であることを利用して、公益・非営利とは判断し

がたい活動を行う法人も散見される状況にあります。これらの活動は、ＮＰＯ法人全体の

信用を低下させるだけではなく、市民生活に悪影響を与えるおそれもあります。 

東京都では、ＮＰＯ法人の自主性・自律性を尊重しつつも、適正な法人運営を確保し、

特定非営利活動の健全な発展を促進するため、認証（設立・定款変更）及び監督において、

この方針に基づき法の運用を行うこととします。 

 

１ 「主たる目的性」及び「非営利性」の法定要件への適合性の一層の明確化 

 

「特定非営利活動を行うことを主たる目的」（法第２条第２項）とすること、「営利を目

的としないものであること」（法第２条第２項第１号）という法定の認証要件に関し、最低

限満たす必要のある基準を明確にし、より一層の透明性を確保するため、以下のものを運

用上の判断基準とします。 

なお、ＮＰＯ法人は、設立後においても当然に認証基準を満たしている必要があります。 

 

◎法第２条第２項にいう「主たる目的」（主たる目的性）の考え方 

「主たる目的性」とは、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動（法別

表に掲げる２０分野のいずれかに該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益（公

益）の増進に寄与することを目的とする活動）が、ＮＰＯ法人の活動全体の過半を占めて



 

 

いることを意味します。これは支出面だけではなく事業面も合わせて総合的に判断するこ

ととなるため、定款を始め、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等での十分な説明が必

要です。 

なお、ＮＰＯ法人の構成員相互の利益（共益）や特定の個人又は法人その他の団体の利

益（私益）を目的とした活動は、特定非営利活動とは認められません。 

 

 

◎法第２条第２項第１号にいう「営利を目的としないもの」（非営利性）の考え方 

「非営利性」とは、ＮＰＯ法人の構成員に対する経済的利益の追求を行わず、形式的に

も実質的にも利益の分配や財産の還元をしないことを意味します。 

例えば、ＮＰＯ法人が、特定非営利活動に係る事業として物品の販売や有料サービスの

提供事業だけしか行わず、その事業から得た収入だけで法人の支出全体を賄っている場合

で、かつ、役員報酬や管理経費などに過大な支出を伴っていると推測できる活動を継続し

て行っている場合は、構成員に利益を配分・還元することを目的とする営利法人の活動と

変わるところがなく「営利を目的としないもの」とは認め難いと考えます。 

また、実施する事業が、理事自らが関与している株式会社等の事業（以下「営利事業」

という。）と密接に関係がある場合、特定の個人や団体への利益誘導と誤解されないように

するため、その事業の公益性や営利事業との区分等について、設立趣旨書や事業計画書等

での十分な説明が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１） 定款記載事項 

＜運用上の判断基準＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜説明＞ 

定款は、法人の根本規則を定めたものであり、対内的にも、対外的にも、認証審査にお

いても最も重要な文書です。法では、第１１条第１項に「目的」（同項第１号）、「その行う

特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」（同項第３号）、「その他

の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項」（同項第１１号）

等を記載しなければならないとされています。 

したがって、法人の目的、行う事業等は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし

た法人であること等を判断する上で、重要な事項であり、定款に具体的かつ明確に規定さ

れていることが必要です。 

また、事業の種類は２事業年度以内に行う見通しの立つ事業のみを記載し、見通しの立

たない事業は定款には記載せず、実際に事業の実施が具体化した時点で定款変更（認証申

請）し、事業を追加するようにしてください。 

あわせて、東京都の実情を踏まえ、法の立法趣旨・理念に則したＮＰＯ法人の適正な運

営を確保するため、次の事項については、定款に具体的かつ明確に記載してください。 

 

ア 名称 

ＮＰＯ法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業活動を行って

はならず、市民から特定の個人又は団体との緊密な関係が推察される名称や行政機関等と

誤認されるおそれのある名称を使用しないことが求められます。ＮＰＯ法人の名称には、

個人の功績等の賛美や現に活動している法人その他の団体への利益誘導につながるおそれ

のない名称や特定の個人又は団体の利益を目的として活動する法人であるとの誤解を生じ

るおそれのない名称を使用する必要があります。 

 

イ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 

ＮＰＯ法人が事務所の所在地を明確に記載することは、ＮＰＯ法人の基本的情報の市民

①認証基準  

法人の目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業その他当該法人が行う

事業の内容、名称、事務所の所在地、社員の資格の得喪に関する事項及び会議に関する事

項（社員総会の定足数、社員総会の議決事項など）が、定款上それぞれ具体的かつ明確に

記載されていること。 

②報告徴収等の対象となり得る監督基準  

定款上、特定非営利活動に係る事業の種類に「その他目的を達成するために必要な事業」

を掲げる法人が、その他目的を達成するために必要な事業として２事業年度以上継続して

同一内容の事業を行った場合 



 

 

への周知であり、その事業活動拠点を明らかにすることは、市民からの信頼を得るために

必要不可欠な情報提供にほかなりません。ＮＰＯ法人の主たる事務所及びその他の事務所

の所在地には、最小行政区画のほか、町名地番又は住居表示番号、ビル名、ビルの階層、

部屋番号等までを記載する必要があります。 

 

ウ 社員の資格の得喪に関する事項 

ＮＰＯ法人は市民が主体となり市民により支えられて活動する組織であることから、法

で定めるＮＰＯ法人の構成員である社員については、閉鎖的でなく、民主的な法人自治の

下、運営に参加できる機会が与えられていなければなりません。ＮＰＯ法人の社員の資格

の得喪については、法人の目的に賛同して入会を希望する市民や団体が誰でもいつでも入

会でき、社員本人の意思によりいつでも退会が可能な状態にしておく必要があります。 

 

エ 会議に関する事項 

(ｱ) 社員総会の定足数 

ＮＰＯ法人の運営については、法人自治が民主的かつ有効に機能することによって、

その健全化が図られるものであり、法人の最高の意思決定機関である社員総会への多数

の社員の出席による法人運営に係る重要事項の審議及び決定は、特に重要な意味を持つ

と考えます。仮に出席できない場合であっても、議決事項に係る社員の意思の表明は、

書面若しくは電磁的方法による表決方法又は他の社員への委任によって行う表決方法が

用意されています。ＮＰＯ法人の社員総会では、その定足数を社員総数の２分の１以上

とするなど、民主的で合理的な運営を行う必要があります。 

 

(ｲ) 社員総会の議決事項 

ＮＰＯ法人の運営については、法人自治が民主的かつ有効に機能することによって、

その健全化が図られるものであることから、法人の最高の意思決定機関である社員総会

における法人運営に係る重要事項への社員の意思の表明は、法人運営の適正化を図るた

めに、特に重要な意味を持つと考えます。ＮＰＯ法人の社員総会では、法定議決事項で

ある定款の変更、解散、合併のほか、事業報告及び決算、社員の除名、監事の解任、そ

の他運営に関する重要事項を最低限の議決事項とすることが望まれます。 

 

また、特定非営利活動に係る事業の種類に「その他目的を達成するために必要な事業」

を掲げるＮＰＯ法人が、当該事業として２事業年度以上継続して同一内容の事業活動を実

施する場合は、新たな事業の実施であるとみなし、定款変更をすることにより、その行う

事業の種類を具体的かつ明確に定款に記載することが必要です。 

 

 

 



 

 

（２） 特定非営利活動に係る事業の支出割合 

＜運用上の判断基準＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊注１「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する支出で、管理費以外のも

のをいい、会計処理上は、人件費とその他経費に区分し、それぞれ支出の形態別に記載

します。 

 

＊注２「管理費」とは、法人の各種の業務を管理するため、毎事業年度経常的に要する

支出であり、法人の運営に係る基礎的な維持管理のための費用をいいます。管理費の例

としては、総会・理事会の開催運営費、管理部門に係る役員報酬・人件費、交通費等が

挙げられます。なお、管理費には、特定非営利活動に係る事業の管理費とその他の事業

を行う場合にはその他の事業の管理費があります。 

 

＊注３「その他の事業」とは、特定非営利活動に係る事業以外の事業をいいます。 

 

＜説明＞ 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動を行うことを「主たる目的」とした法人であり、全体の

事業活動に占める特定非営利活動に係る事業の割合は過半であることが求められています。 

その一方で、ＮＰＯ法人は、「その他の事業」を行うことが認められています。しかし、

それはあくまでも特定非営利活動に係る事業に「支障がない限り」（法第５条第１項）行う

ことが認められたものです。 

したがって、その他の事業の規模が過大となり、特定非営利活動に係る事業の実施に必

①認証基準 

ア）特定非営利活動に係る事業の事業費(注 1)が、設立当初の事業年度（又は定款変更の

日の属する事業年度）及び翌事業年度ともに特定非営利活動に係る事業の総支出額（事

業費と管理費(注 2)との合計）の２分の１以上であること。 

ただし、この基準を満たさない合理的な理由が明確な場合は、この限りでない。 

イ）特定非営利活動に係る事業の事業費が、その他の事業(注 3)の事業費より大きいこと。 

ウ）特定非営利活動に係る事業の総支出額が、その他の事業を含めた総支出額の２分の１

以上であること。 

②報告徴収等の対象となり得る監督基準 

ア）特定非営利活動に係る事業の事業費が、２事業年度連続して特定非営利活動に係る事

業の総支出額の３分の１以下である場合 

イ）特定非営利活動に係る事業の事業費が、２事業年度連続してその他の事業の事業費よ

り小さい場合 

ウ）特定非営利活動に係る事業の総支出額が、２事業年度連続してその他の事業を含めた

総支出額の３分の１以下である場合 



 

 

要な財産、資金、要員、施設等を圧迫してはならず、少なくともその他の事業の支出規模

（事業費及び管理費の合計）は、継続して総支出額（特定非営利活動に係る事業の総支出

額とその他の事業の総支出額との合計）の２分の１以下であることが必要です。 

 

※ 「この基準を満たさない合理的な理由が明確な場合」の例としては、次に示すよ

うな場合が考えられます。 

○ 事業従事者がボランティア（無償）で事業に従事するため、人件費を必要と

せず、特定非営利活動に係る事業規模が小さくなっている場合など。 

○ 設立初年度等において、その期間の大半を準備期間に充てていたため、特定

非営利活動に係る事業が実施できなかった場合など。 

 

 

（３）その他の事業の収支 

ア 経営 

＜運用上の判断基準＞ 

 

 

 

 

 

＜説明＞ 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動を行うことを「主たる目的」とした法人であり、その他

の事業は、あくまでも特定非営利活動に係る事業に「支障がない限り」行うことが認めら

れたものです。 

したがって、「その他の事業」の実施に当たっては、特定非営利活動に係る事業の実施に

必要な財産、資金、要員、施設等を圧迫してはならず、事業計画又は事業報告上、その他

の事業が赤字計上されている場合は、「支障がない限り」行われることが意図されていると

は認められません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①認証基準  

その他の事業において、設立当初の事業年度（又は定款変更の日の属する事業年度）

及び翌事業年度ともに赤字計上されていないこと。 

②報告徴収等の対象となり得る監督基準  

その他の事業において、２事業年度連続して赤字計上されている場合 



 

 

イ 利益 

＜運用上の判断基準＞ 

 

 

 

 

 

＜説明＞ 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動を行うことを「主たる目的」とした法人であり、その他

の事業の「利益」については、「特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならな

い」（法第５条第１項）とされています。 

したがって、その利益は、当然に特定非営利活動に係る事業の実施のために使用する必

要があることから、特定非営利活動に係る事業に全額繰り入れることが必要です。 

 

 

（４）管理費の支出割合 

＜運用上の判断基準＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜説明＞ 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動を行うことを「主たる目的」とした法人であり、全体の

事業活動に占める特定非営利活動に係る事業の割合は過半であることが求められています。 

また、ＮＰＯ法人は、「営利を目的としない」法人であり、構成員の経済的利益を追求し、

終局的に利益を構成員個人に分配することを目的としないことも求められています。 

管理費は、ＮＰＯ法人の運営に必要な基礎的な経費ですが、役員の報酬、職員の人件費

などＮＰＯ法人内部に還元される傾向が強いものでもあることから、管理費の規模が過大

となり、「主たる目的」の特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財産、資金、要員、施

設等を圧迫してはなりません。なお、ここでいう管理費とは、特定非営利活動に係る事業

の管理費及びその他の事業の管理費の合計額を指します。 

したがって、少なくとも管理費の支出規模（管理費の合計）は、総支出額（事業費及び

管理費の総計）の２分の１以下であることが必要です。 

 

①認証基準 

その他の事業の利益は、設立当初の事業年度（又は定款変更の日の属する事業年度）及び翌

事業年度ともに特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れられていること。 

②報告徴収等の対象となり得る監督基準  

その他の事業の利益が、特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れられていない場合 

①認証基準  

管理費の総支出額に占める割合が、設立当初の事業年度（又は定款変更の日の属する事

業年度）及び翌事業年度ともに２分の１以下であること。 

ただし、この基準を満たさない合理的な理由が明確な場合は、この限りではない。 

②報告徴収等の対象となり得る監督基準  

管理費の総支出額に占める割合が、２事業年度連続して３分の２以上である場合 



 

 

※ 「この基準を満たさない合理的な理由が明確な場合」の例としては、次に示すよ

うな場合が考えられます。 

○ 事業従事者がボランティア（無償）で事業に従事するため、人件費を必要と

せず、相対的に事務所経費等の管理費の支出が高くなっている場合など。 

 

 

【確認用】事業費と管理費との支出割合について 

 特定非営利活動事業 その他の事業 

事業費 Ａ Ｃ 

管理費 Ｂ Ｄ 

・ Ａ ≧ Ｂ である。 

・ Ａ ＞ Ｃ である。 

・ Ａ＋Ｂ ≧ Ｃ＋Ｄ である。 

・ Ｂ＋Ｄ ≦ Ａ＋Ｃ である。 

 

 

（５）定款変更に係る認証事務の運用 

定款変更に係る認証申請は、その申請を一つの行為とするものであることから、その決

定についても認証か不認証かの一つの行為として行うこととなります。仮に複数箇所に係

る定款変更の認証申請があり、その一箇所のみが法定の要件に適合しないと認められる場

合にも、変更内容の全てが認められません。 

また、定款変更に係る認証申請は、申請に係る変更箇所のみを確認し、それ以外の箇所

の確認は行いません。仮に申請に係る変更箇所以外の箇所に変更があったとしても、これ

に認証の効力が及ぶものではありませんので、漏れなく申請書に記載するよう注意が必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 「市民への説明要請」の実施  

（１）基本的な考え方  

法では、「ＮＰＯ法人は、自らに関する情報を積極的に公開することによって市民から

の信頼を得て、市民によって育てられていくもの」との考えに立ち、広範な情報公開制

度を設けています。ここでは、市民のチェックによる緩やかな監督、あるいはそれに基

づくＮＰＯ法人の自浄作用による改善、発展が期待されています。 

このような法の理念に照らしてみると、ＮＰＯ法人に関する情報は、できる限り広く

市民相互に提供され、かつ、共有されることが望まれます。これにより、市民にとって、

当該ＮＰＯ法人について有益な活動が行われていると認め、これに積極的に参加すると

いう機会や、何らかの疑問を抱き、これに説明や改善を求めるという機会が提供される

こととなります。 

また、ＮＰＯ法人にとっても広く市民からの支援を得たり、自身への疑問を払拭した

りする契機が与えられます。 

このような市民社会の実現に向けて、行政としても、こうした市民による選択・監視

機能が一層発揮されるための環境を整備していくことが重要です。  

ところで、市民から所轄庁に対して、認証申請者やＮＰＯ法人に関する活動等を懸念

する様々な情報が寄せられてきています。 

また、ＮＰＯ法人からの事業報告書等の未提出や設立認証後の登記未了などの不備等

も見受けられます。 

このような場合、先に述べた環境整備の重要性から、所轄庁としても、提供を受けた

情報や未提出等の事実に基づいて、市民間あるいは市民と当該ＮＰＯ法人との間におい

て自由・活発な議論がなされる土壌を創ることが適当です。  

そこで、市民から情報提供がなされた場合や法に基づく書類が未提出の場合等におい

て、所轄庁として、当該ＮＰＯ法人に対し、下記（２）のとおりＮＰＯ法人自らが広く

市民に対して自主的に説明を行うよう要請（以下「市民への説明要請」という。）します。

その上で、所轄庁における手続の透明性を確保する観点をも加味し、「市民への説明要請」

及びこれに対する当該ＮＰＯ法人による市民への説明の内容について、原則として公開

します。  

「市民への説明要請」は、あくまでも市民による選択・監視機能が発揮されるための

環境整備として自主的な説明を行うよう要請するもので、法上規定されている所轄庁に

よる監督とは異なり、これに応じなかったということだけで不利益に取り扱われるもの

ではありません。 

 

 

（２）具体的な内容  

ア 「市民への説明要請」を実施する場合 

(ｱ) 認証段階における「市民への説明要請」の実施 



 

 

認証段階では、市民からの情報提供等により、何らかの法令違反に該当するこ

とが推認されるなど、申請書類のみをもってしては法定の認証基準に適合するこ

とが積極的に示されているとは認められない場合に実施します。 

また、定款変更の認証段階に関しても、法第２５条第５項は、第１２条に定め

る設立の認証基準を準用していることから、これは定款変更の認証基準にもなっ

ているものと解されます。そのため、市民からの情報提供等により当該認証基準

への適合性が積極的に示されているとは認められない場合、設立の認証段階と同

様に「市民への説明要請」を実施します。 

 

(ｲ) 監督段階における「市民への説明要請」の実施  

監督段階では、報告徴収・立入検査（法第４１条第１項）、改善命令（法第４２

条）の対象となり得る要素が認められた場合に実施します。 

 

(ｳ) 市民からの情報提供に基づく「市民への説明要請」の実施 

市民からの情報提供に基づく「市民への説明要請」は、以下について、総合的

に判断した結果、必要と認められる場合に行います。 

ａ 情報提供の件数 

ｂ 情報提供の内容の合理性 

ｃ 情報提供者の属性 

ｄ 客観的証拠の有無 

 

(ｴ) 法に基づく書類が提出されなかった場合における「市民への説明要請」の実施 

事業報告書等の全部又は一部が提出されなかった場合や、不完全な書類しか提

出されなかった場合、「市民への説明要請」を実施します。 

また、設立の認証後、登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した設立

登記完了届出書が提出されなかった場合、「市民への説明要請」を実施します。 

 

イ 「市民への説明要請」の内容  

ＮＰＯ法人に対しては、おおむね以下の事項につき市民に対する説明を自主的に

実施するとともに、実施された説明内容（対外的に公表されたもの）を記載した文

書を所轄庁に対し速やかに送付するよう文書をもって要請します。その際、情報提

供者に関する個人情報について、所轄庁として、取扱いに十分配慮することはいう

までもありません。  

(ｱ) 認証基準への適合性を積極的に示す事項（認証段階） 

(ｲ) 報告徴収・立入検査、改善命令の対象とならないことを示す事項（監督段階） 

(ｳ) 提供された情報内容等に関する事実関係（情報提供に基づく場合） 

(ｴ) 提出しなかった理由、今後の提出の予定等（法に基づく書類が提出されなか



 

 

った場合） 

 

ウ 「市民への説明要請」の方法 

「市民への説明要請」の実施は、要請文書を当該ＮＰＯ法人に送付して実施する

とともに、東京都のホームページ上に公開することにより行います。 

 

エ 「市民への説明」の方法  

市民への説明は自主的に実施されるもので、実施方法については、当該ＮＰＯ法

人の検討に委ねられるものです。参考例としては以下のものがあります。 

 

（例） 

・申請者の住居所や当該ＮＰＯ法人の事務所における誰でも閲覧可能な状態での

説明文書の備置き  

・当該ＮＰＯ法人が運営するホームページ上における説明文書の掲載  

・適切な人数を収容できる会場における説明会の実施（その際、実施の案内をあ

らかじめ周知しておくのが望ましいと考えられます。）  

 

オ 監督における「市民への説明要請」の活用  

法上規定されている所轄庁による監督を行う際にも、市民間あるいは市民と当該

ＮＰＯ法人との間において自由・活発な議論がなされる土壌を創ることの重要性か

ら、「市民への説明要請」を活用します。 

具体的には、ＮＰＯ法人が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款に違

反する疑いがあると認められる相当な理由があるとき、所轄庁は、当該疑いについ

て報告徴収等を行うことができます（法第４１条第１項）。その報告の内容に関し、

当該ＮＰＯ法人に対し「市民への説明要請」を行います。  

また、ＮＰＯ法人が法第１２条第１項第２号、第３号又は第４号に規定する要件

を欠くに至ったと認めるとき、その他法令、法令に基づいて行う行政庁の処分若し

くは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき、所轄庁は、改

善命令を行うことができます（法第４２条）。それを行う際には、所轄庁は、当該Ｎ

ＰＯ法人に対し是正措置を採ることを命じるとともに、その是正措置の内容に関し、

「市民への説明要請」を行います。  

 

 

 

 

 

 



 

 

３ その他留意事項 

ＮＰＯ法人は、ＮＰＯ法人格を取得すると同時に法人としての法的な義務を負うこと

となります。併せてＮＰＯ法人には、適正な法人運営や事業活動の展開、さらには積極

的な情報公開など法人自らの活動において市民からの信頼を得ていくことが求められま

す。各ＮＰＯ法人の適正な事業活動の積み重ねが、ＮＰＯ法人への信頼の礎となります。 

ＮＰＯ法人設立後は、法令や定款に則した法人運営や事業活動を行い、法により義務

付けられている所轄庁への各種届出書の提出と事業報告書等の閲覧書類を主たる事務所

及びその他の事務所に備え置くことは、ＮＰＯ法人の社会的信頼性の向上と一層の発展

のために特に遵守が望まれる事項です。これら提出が義務付けられている各種書類が提

出されなかった場合、報告内容が活動実態と異なる疑いが明らかである場合等において、

法に基づく報告徴収・立入検査、改善命令、設立の認証の取消しを行い、また、当該法

人名を公表するなど、所轄庁として適切に対応します。 

 


